
 

 

 

   

 新学期が始まりました。今年度も業務委託で学校図書館支援員が週 2日勤務いたします。授業での学

校図書館活用や読書の指導で支援を依頼し、教育活動に学校図書館を役立ててください。学校図書館ア

ドバイザーも昨年同様、各学校図書館の支援をしてまいります。OJTなど、学校図書館アドバイザーに

依頼したいことがありましたら、お気軽に声をかけてください。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 平成 28年度学校図書館教育推進委員会が作成した「調べ方テキスト」が 

各学校図書館に配布されます。今年度の利用により改良を加える予定です。 

学校図書館担当教員連絡会等にて活用例をお知らせください。 

学校図書館は、学校教育を行う上で、欠くことのできない教育施設です。今年度も授業で活用するこ

とを推進していきます。学校図書館を活用することは、目的ではなく指導法です。まさに「どのように

学ぶのか」を支える施設です。次期学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」の推進にぜひ

学校図書館を活用してください。 

 体験・見学・観察・実験・インタビューなどの事前・事後学習も、ぜひ学校図書館にて行ってくださ

い。 

 

○学校図書館の２つの目的 ①教育課程の展開に寄与する 

             ②児童・生徒の健全な教養を育成する 

○3つの機能  ①読書センター  ②学習センター  ③情報センター 

○学校教育において、読書は、義務教育の目標の一つで指導事項 

・長文が読める力をつける 

・よい本と出会い、読書の幅を広げたり読書の質を高めたりする 

・学習指導要領国語の読書に関する内容を学習する  など 

○学校図書館活用で学び方を学び、より広くより深く学ぶ 

 ・探究のプロセスが分かる   

・適切なテーマが設定でき、テーマ設定の理由を書くことができる    

・図書・新聞・雑誌・パンフレット・インターネット情報など、多様な資料を適切に選択できる 

・それぞれの資料（メディア）の利用の仕方がわかる 

・複数の情報・資料を比較検討できる   

・著作権を意識して、引用・出典・資料リスト等を記すことができる  など 

   

 

 今年度の学校図書館研修会は、新聞活用を取り上げます。多くの学校図書館で新聞配置が進んでいま

すが、今年度も新聞配置の希望調査を実施しますので、効果的に活用してください。 

新聞も大切な学校図書館資料として有効に活用しましょう。 
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 学校図書館アドバイザー 

「調べ方テキスト」を配布します 

新 聞 の 活 用 を 

こんなことに留意して 

４月２３日は、子ども読書の日 

昨年度のアンケート「児童・生徒の学校図書館活用及び読書活動等に関する調査報告書」をイン

ターネットサイトの「しんじゅく学校図書館」に掲載します。ご覧ください。 


